
 

令和 4年 11月 16日 

報道機関各社 御中 

連  絡  先 

課係名  商工政策課 

電話番号 53-4361 

 

１．発表事項 「第 3弾 コロナに負けるな！キャッシュレス還元事業」の事業内容が決ま 

りました。 

２．キャッシュレス決済事業者選定について 

   ・募集開始 ：10月 19日（水） 

   ・募集締切 ：11月  2日（水） 

   ・応募事業者数：４ 社 

   ・選定委員会：11月 7日（月） 

     応募事業者の提案書を基に、実績等の「客観評価」、ポイント還元費等の「価格

評価」、スマホ教室の開催等の「内容評価」の３項目にて評価・採点を行い総合得

点の高い上位２社を選定。 

３．キャンペーン内容について 

  ・キャンペーン期間：令和 5年 1月 15日（日）～2月 28日（火） 

  ・対象となるキャッシュレス決済：PayPay、auPAY 

  ・付与上限：2,000円相当/回、6,000円相当/期間 

４．スマホ体験教室、スマホ決済教室の実施 

  ・開催日時・場所：別紙のとおり 

  ・参加費：無料 

  ・申込方法：事前申し込み必要。詳細は広報まつさか 12月号をご覧ください。 

（先着順、各講座５人未満の場合には中止となります。） 

  ・申込開始：令和 4年 12月 1日（木）8：30～ 

  ・申込締切：各会場開催７日前（土日祝・年末年始除く） 

  ・教室の内容 

(1) スマホ体験教室（対象：スマホ購入をご検討中の方） 

スマホとガラケーの違いや特徴について学び、実際に 1人 1台スマホを持って体験できま

す。 

(2) スマホ決済教室（対象：スマホ利用者・スマホ購入をご検討中の方） 

キャッシュレス決済の全体像やスマホ決済の種類や選び方、スマホ活用方法を学ぶととも

に、実際に PayPay又は auPAYのアプリを使用したスマホ決済の疑似体験もできます。 

（PayPay又は auPAYのどちらを体験したいかについては、それぞれの教室を選んで受講す

ることになります。）       


